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ロ蹄疫疑似患畜の発生に伴う移動制限区域の特例（区域内から県有種雄牛の移動）
に関する協議について

宮崎県児湯郡におけるロ蹄疫の疑似患畜の発生に伴い設置した移動制限区域内で飼養さ
れている県有種雄牛について、当該種雄牛が地域の肉用牛生産者に有益であり公益性が高
いことを踏まえ、当県の責任において、移動制限区域外に移動させたいと考えているとこ
ろです。ついては、このことを下記により実施することが可能か協議します。
なお、区域内からの県有種雄牛の移動については、当該種雄牛が現在所在する移動制限

区域内の生産者の理解を得ていることを申し添えます。

記

１異動対象となる種雄牛の名号及び個体識別番号

名 号 個体識別番号
福之国 １１２０９２７０１７
忠富士・ １０６７０７５３５２
勝平正 １０８３５９０２７３
秀菊安 １１８６０１０８３ｃ８
美穂国 １１９８１５０１５７
安重守 １２１０６５９３３０

２移動に当たっての条件
（１）移動対象牛について、仕向地への移動に先立ち、臨床目視検査及びＰＣＲ検査に
より移動対象牛が口蹄疫に感染していないことを確認すゐ。

（２）移動対象牛を移動する車両については、積載場所についてビニールシート等で覆
い、現飼養場所から出発する際にはチェックリスト（別紙１）により確認し、十分
に消毒を行い、家畜防疫員の監督の下で輸送する。

（３）仕向地に着地後は、家畜防疫員による臨床検査を毎日定時に実施し、その結果を
県庁に報告する。゛（４）仕向地に移動する際め移動経路は別紙２のとおりとする。なお、移動の際には設

置された消毒ポイントにおいて確実に消毒を行う。
















